
事例№ 区分 配慮措置 特記事項 公費
県単・地単

公費
備考

1 後期高齢者外来（一般、２割負担者） 有 2割負担基本形

2 後期高齢者外来（一般、２割負担者） 有 2割負担基本形・高額療養費限度額該当

3 後期高齢者外来（一般、２割負担者） ○ 有 配慮措置

4 後期高齢者外来（一般、２割負担者） ○ 有 高額療養費限度額と配慮措置が両方適用

5 後期高齢者外来（一般、２割負担者） 有 75歳到達月・基本形

6 後期高齢者外来（一般、２割負担者） ○ 有 75歳到達月

7 後期高齢者外来（一般、２割負担者） ○ 有 75歳到達月・高額上限と配慮措置が両方適用

8 後期高齢者外来（一般、２割負担者） 02長 有 マル長

9 後期高齢者外来（一般、２割負担者） 02長 有 マル長・75歳到達月

10 後期高齢者外来（一般、２割負担者） 54 有 難病・高額療養費限度額該当

11 後期高齢者外来（一般、２割負担者） 54 有 難病・高額療養費非該当

12 後期高齢者外来（一般、２割負担者） 54 有 難病・75歳到達月

13 後期高齢者外来（一般、２割負担者） 28 有 感染症・高額療養費非該当

14 後期高齢者外来（一般、２割負担者） 02長 15 有 マル長と公費の併用

15 後期高齢者外来（一般、２割負担者） 54 有 保険単独分有（難病）基本形

16 後期高齢者外来（一般、２割負担者） ○ 54 有 保険単独分有（難病）配慮措置

17 後期高齢者外来（一般、２割負担者） ○ 54 有 保険単独分有（難病）・高額上限と配慮措置が両方適用

18 後期高齢者外来（一般、２割負担者） ○ 10 有 保険単独分有（結核）配慮措置

19 後期高齢者外来（一般、２割負担者） ○ 54,38 有 保険単独分有（難病・肝炎）配慮措置

20 後期高齢者外来（一般、２割負担者） ○ 54,38 有 保険単独分有（難病・肝炎）・高額上限と配慮措置が両方適用

21 後期高齢者外来（一般、２割負担者） 02長 有 マル長・自己負担額１万円以下

後期高齢者医療制度の負担割合見直しに伴う県単・地単公費に係る計算事例

令和4年9月（Ver.1） 和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例1】後期高齢者２割負担外来（県単併用）

都道府県番号

3 9

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

×0.2

後期 円

（高額療養費再掲 ※医療費が30,000円未満のため配慮措置対象外

公費 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

県単公費 円

患者 円

合計 円

８ 高外一

（患者0円）

診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 2 ２併

41：区カ
職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

2,000

診

療

実

日

数

保

険
氏

　

名

特記事項

20,000

公

費

①
2,000

公

費

②

[療養の給付]

16,000 後期

0

20,000

公費85

合計

16,000

0 円）

0

4,000

4,000

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例2】後期高齢者２割負担外来（県単併用）

都道府県番号

3 9

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

高額療養費

×0.2

自己負担限度額

後期 円

（高額療養費再掲 ※配慮措置計算額よりも高額療養費限度額が低いため高額療養費限度額適用

公費 円 自己負担限度額

県単公費 円 6,000円+（200,000円－30,000円）×0.1＝23,000円＞18,000円

患者 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

合計 円

８ 高外一

（患者0円）

診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 2 ２併

41：区カ
職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

20,000 18,000

診

療

実

日

数

保

険
氏

　

名

特記事項

200,000

公

費

①
20,000

公

費

②

[療養の給付]

160,000 後期

22,000 後期

40,000

円）

0

18,000

18,000 公費85

0

200,000

合計

182,000

22,000
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【事例3】後期高齢者２割負担外来（県単併用）（配慮措置）

都道府県番号

3 9

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

高額療養費（配慮措置）

×0.2

6,000+（80,000-30,000）×0.1

後期 円

（高額療養費再掲 ※高額療養費限度額よりも配慮措置計算額が低いため配慮措置を適用

公費 円 自己負担限度額（配慮措置）

県単公費 円 6,000円+（80,000円－30,000円）×0.1＝11,000円＜18,000円

患者 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

合計 円

８ 高外一

（患者0円）

診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 2 ２併

41：区カ
職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

8,000 11,000

診

療

実

日

数

保

険
氏

　

名

特記事項

80,000

公

費

①
8,000

公

費

②

[療養の給付]

64,000 後期

5,000 後期

16,000

0

80,000

公費85

合計

69,000

5,000 円）

0

11,000

11,000
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【事例4】後期高齢者２割負担外来（県単併用）（配慮措置）

都道府県番号

3 9

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

高額療養費

×0.2 高額療養費（配慮措置）

自己負担限度額

6,000+（130,000-30,000）×0.1

後期 円

（高額療養費再掲 ※高額療養費限度額よりも配慮措置計算額が低いため配慮措置を適用

公費 円 自己負担限度額（配慮措置）

県単公費 円 6,000円+（130,000円－30,000円）×0.1＝16,000円＜18,000円

患者 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

合計 円

0

130,000

公費85

合計

114,000

10,000 円）

0

16,000

（患者0円）

18,000

16,000

8,000 後期

26,000

2,000 後期

氏

　

名

特記事項

130,000

公

費

①
13,000

公

費

②

[療養の給付]

104,000 後期

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

13,000 16,000

41：区カ
職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 2 ２併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例5】後期高齢者２割負担外来（県単併用）（75歳到達月）

都道府県番号

3 9

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

高額療養費

×0.2

自己負担限度額

後期 円

（高額療養費再掲 ※配慮措置計算額よりも高額療養費限度額が低いため高額療養費限度額適用

公費 円 ※75歳到達月のため、高額療養費限度額9,000円

県単公費 円 自己負担限度額

患者 円 6,000円+（100,000円－30,000円）×0.1＝13,000円＞9,000円

合計 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

0

100,000

合計

91,000

11,000 円）

0

9,000

9,000 公費85

（患者0円）

11,000 後期

20,000

氏

　

名

特記事項

100,000

公

費

①
10,000

公

費

②

[療養の給付]

80,000 後期

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

10,000 9,000

41：区カ
職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 2 ２併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例6】後期高齢者２割負担外来（県単併用）（配慮措置）（75歳到達月）

都道府県番号

3 9

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

高額療養費（配慮措置）

×0.2

6,000+（40,000-30,000）×0.1

後期 円

（高額療養費再掲 ※高額療養費限度額よりも配慮措置計算額が低いため配慮措置を適用

公費 円 ※75歳到達月のため、高額療養費限度額9,000円

県単公費 円 自己負担限度額（配慮措置）

患者 円 6,000円+（40,000円－30,000円）×0.1＝7,000円＜9,000円

合計 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

0

40,000

合計

33,000

1,000 円）

0

7,000

7,000 公費85

（患者0円）

1,000 後期

8,000

氏

　

名

特記事項

40,000

公

費

①
4,000

公

費

②

[療養の給付]

32,000 後期

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

4,000 7,000

41：区カ
職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 2 ２併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例7】後期高齢者２割負担外来（県単併用）（配慮措置）（75歳到達月）

都道府県番号

3 9

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

高額療養費

×0.2 高額療養費（配慮措置）

自己負担限度額

6,000+（50,000-30,000）×0.1

後期 円

（高額療養費再掲 ※高額療養費限度額よりも配慮措置計算額が低いため配慮措置適用

公費 円 ※75歳到達月のため、高額療養費限度額9,000円

県単公費 円 自己負担限度額（配慮措置）

患者 円 6,000円+（50,000円－30,000円）×0.1＝8,000円＜9,000円

合計 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

0

50,000

公費85

合計

42,000

2,000 円）

0

8,000

（患者0円）

9,000

8,000

1,000 後期

10,000

1,000 後期

氏

　

名

特記事項

50,000

公

費

①
5,000

公

費

②

[療養の給付]

40,000 後期

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

5,000 8,000

41：区カ
職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 2 ２併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例8】後期高齢者２割負担外来（マル長）（県単併用）

都道府県番号

3 9

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

高額療養費

×0.2

自己負担限度額

後期 円

（高額療養費再掲 ※特定疾病対象療養につき配慮措置適用外

公費 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

県単公費 円

患者 円

合計 円

0

150,000

公費85

合計

140,000

20,000 円）

0

10,000

10,000

（患者0円）

20,000 後期

30,000

[療養の給付]

120,000 後期

150,000

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

15,000 10,000

公

費

②

公

費

①
15,000

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

02：長

41：区カ職務上の事由

氏

　

名

特記事項

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 2 ２併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例9】後期高齢者２割負担外来（マル長）（75歳到達月）（県単併用）

都道府県番号

3 9

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

高額療養費

×0.2

自己負担限度額

後期 円

（高額療養費再掲 ※特定疾病対象療養につき配慮措置適用外

公費 円 ※75歳到達月のため、マル長自己負担限度額5,000円

県単公費 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

患者 円

合計 円

（患者0円）

0

5,000

0

70,000

合計

65,000

9,000 円）

9,000 後期

14,000

5,000 公費85

氏

　

名

特記事項

70,000

公

費

①
7,000

公

費

②

[療養の給付]

56,000 後期

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

7,000 5,000

02：長

41：区カ職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 2 ２併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例10】後期高齢者２割負担外来（難病+県単併用）

都道府県番号

3 9

５ ４

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

高額療養費

×0.2

自己負担限度額

公費①患者負担額

後期 円

（高額療養費再掲 ※特定給付対象療養につき配慮措置適用外

公費 円 ※公費①患者負担額5,000円

県単公費 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

患者 円

合計 円

5,000

0

100,000

13,000

5,000 公費85

13,000

（患者0円）

合計

82,000

2,000 円）

2,000 後期

20,000

18,000

難病

氏

　

名

特記事項

100,000

公

費

①
10,000 5,000

公

費

②
10,000

※レセプト全体が公費併用の場合（保険単独医療が含まれない場合）

[療養の給付]

80,000 後期

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

10,000 18,000

41：区カ
職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 3 ３併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例11】後期高齢者２割負担外来（難病+県単併用）

都道府県番号

3 9

５ ４

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

×0.2

公費①患者負担額

後期 円

（高額療養費再掲 ※特定給付対象療養につき配慮措置適用外

公費 円 ※公費①患者負担額5,000円

県単公費 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

患者 円

合計 円80,000

合計

64,000

0 円）

11,000

5,000

5,000

0

11,000 難病

16,000

公費85

（患者0円）

80,000

公

費

①
8,000 5,000

公

費

②
8,000

※レセプト全体が公費併用の場合（保険単独医療が含まれない場合）

[療養の給付]

64,000 後期

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

8,000

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険
氏

　

名

特記事項

41：区カ
職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 3 ３併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例12】後期高齢者２割負担外来（難病+県単併用）（75歳到達月）

都道府県番号

3 9

５ ４

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

高額療養費

×0.2

自己負担限度額

公費①患者負担額

後期 円

（高額療養費再掲 ※特定給付対象療養につき配慮措置適用外

公費 円 ※75歳到達月のため、高額療養費限度額9,000円

県単公費 円 ※公費①患者負担額5,000円

患者 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

合計 円

0

50,000

合計

41,000

1,000 円）

4,000

5,000

9,000

5,000 公費85

（患者0円）

1,000 後期

10,000

4,000 難病

氏

　

名

特記事項

50,000

公

費

①
5,000 5,000

公

費

②
5,000

※レセプト全体が公費併用の場合（保険単独医療が含まれない場合）

[療養の給付]

40,000 後期

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

5,000 9,000

41：区カ
職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 3 ３併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例13】後期高齢者２割負担外来（感染症+県単併用）

都道府県番号

3 9

2 8

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

×0.2

公費①患者負担額

注：公費85の負担額が0円の場合は、レセプトに公費85を記載しない

後期 円

（高額療養費再掲 ※特定給付対象療養につき配慮措置適用外

公費 円 ※公費①患者負担額0円

県単公費 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

患者 円

合計 円

10,000

0

0

50,000

（患者0円）

合計

40,000

0 円）

10,000 感染症

10,000

0 公費85

氏

　

名

特記事項

50,000

公

費

①
5,000 0

公

費

②
5,000

※レセプト全体が公費併用の場合（保険単独医療が含まれない場合）

[療養の給付]

40,000 後期

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

5,000

41：区カ
職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 2 ２併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例14】後期高齢者２割負担外来（マル長）（更生医療+県単併用）

都道府県番号

3 9

１ ５

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

高額療養費

×0.2

自己負担限度額

公費①患者負担額

後期 円

（高額療養費再掲 ※特定疾病対象療養につき配慮措置適用外

公費 円 ※公費①患者負担額6,000円

県単公費 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

患者 円

合計 円

0

60,000

合計

50,000

2,000 円）

4,000

6,000

10,000

6,000 公費85

（患者0円）

2,000 後期

12,000

4,000 更生医療

氏

　

名

特記事項

60,000

公

費

①
6,000 6,000

公

費

②
6,000

[療養の給付]

48,000 後期

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

6,000 10,000

02：長

41：区カ職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 3 ３併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例15】後期高齢者２割負担外来（難病+県単併用）

都道府県番号

3 9

5 4

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

（保険・難病）

×0.2

公費①患者負担額

医療費

×0.8

（保険単独）

×0.2

後期 円

（高額療養費再掲 ※公費①は、特定給付対象療養につき配慮措置適用外

公費 円 ※公費①患者負担額5,000円

県単公費 円 ※保険単独分の医療費が30,000円未満のため配慮措置適用外

患者 円 ※公費82、83も公費85と同様の取扱い

合計 円

後期

公費85

1,000

7,000

（患者0円）

8,000

0

40,000

6,000

5,000

合計

32,000

0 円）

10,000

2,000

※保険単独分と公費併用分があるレセプト

[療養の給付]

30,000

40,000

24,000

1,000

後期

難病

公費85

（患者0円）

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

4,000

公

費

②
4,000

公

費

①
3,000 5,000

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

41：区カ
職務上の事由

氏

　

名

特記事項

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 3 ３併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例16】後期高齢者２割負担外来（難病+県単併用）（配慮措置）

都道府県番号

3 9

5 4

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

（保険・難病）

×0.2

医療費

公費①患者負担額

×0.8

（保険単独） 高額療養費（配慮措置）

×0.2

6,000+（50,000-30,000）×0.1

後期 円 ※公費①は、特定給付対象療養につき配慮措置適用外

（高額療養費再掲 ※公費①患者負担額5,000円

公費 円 ※保険単独分において、高額療養費限度額よりも配慮措置計算額が低いため

県単公費 円 　配慮措置を適用

患者 円 自己負担限度額（配慮措置）

合計 円 6,000+（50,000-30,000）×0.1＝8,000円＜18,000円

※公費82、83も公費85と同様の取扱い

13,000

0

90,000

2,000 後期

8,000 公費85

（患者0円）

10,000

合計

74,000

2,000 円）

3,000

90,000

40,000 後期

50,000

（患者0円）

3,000 難病

8,000

5,000 公費85

氏

　

名

特記事項

40,000

公

費

①
4,000 5,000

公

費

②
9,000

※保険単独分と公費併用分があるレセプト

[療養の給付]

32,000 後期

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

(  8,000 )

9,000 16,000

41：区カ
職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 3 ３併

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例17】後期高齢者２割負担外来（難病+県単併用）（配慮措置）

都道府県番号

3 9

5 4

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

（保険・難病）

×0.2

医療費

公費①患者負担額

×0.8

（保険単独）

高額療養費

×0.2 高額療養費（配慮措置）

高額療養費

自己負担限度額

6,000+（105,000-30,000）×0.1

18,000-5,000

※公費①は、特定給付対象療養につき配慮措置適用外

※公費①患者負担額5,000円

後期 円 ※保険単独分において、高額療養費限度額よりも配慮措置計算額が低いため

（高額療養費再掲 　配慮措置を適用

公費 円 自己負担限度額（配慮措置）

県単公費 円 6,000+（105,000-30,000）×0.1＝13,500円＜18,000円

患者 円 ※高額療養費限度額と公費患者負担額の差分により、保険単独分の患者負担額を算出

合計 円 18,000-5,000＝13,000円＜13,500円

※公費82、83も公費85と同様の取扱い

18,000

0

105,000

140,000

8,000 円）

2,000

合計

120,000

140,000

※保険単独分と公費併用分があるレセプト

[療養の給付]

28,000

35,000

2,000

7,000

5,000

84,000

21,000

18,000

4,500

13,500

3,000

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

(  7,000 )

14,000 20,000

公

費

②
14,000

公

費

①
3,500 5,000

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

41：区カ
職務上の事由

氏

　

名

特記事項

診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 3 ３併

（患者0円）

８ 高外一

後期

公費85

後期

公費85

（患者0円）

難病

後期

後期

13,000

500

和歌山県国民健康保険団体連合会



【事例18】後期高齢者２割負担外来（結核+県単併用）（配慮措置）

都道府県番号

3 9

1 0

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

（保険・結核）

×0.2

医療費

公費①患者負担額

×0.8

（保険単独） 高額療養費（配慮措置）

×0.2

6,000+（80,000-30,000）×0.1

後期 円 ※公費①は、特定給付対象療養につき配慮措置適用外

（高額療養費再掲 ※公費①患者負担額3,000円（結核は医療費（公費併用分）の5％が患者負担）

公費 円 ※保険単独分において、高額療養費限度額よりも配慮措置計算額が低いため

県単公費 円 　配慮措置を適用

患者 円 自己負担限度額（配慮措置）

合計 円 6,000+（80,000-30,000）×0.1＝11,000円＜18,000円

※公費82、83も公費85と同様の取扱い

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 3 ３併

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

41：区カ
職務上の事由

氏

　

名

特記事項

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公

費

①
6,000 14,000

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

(  12,000 )

14,000 23,000

公

費

②
14,000

140,000
（患者0円）

※保険単独分と公費併用分があるレセプト

[療養の給付]

48,000 後期

60,000

9,000 結核

12,000

3,000 公費85

合計

117,000

64,000 後期

80,000 5,000 後期

140,000

16,000

11,000 公費85

（患者0円）

5,000 円）

9,000

14,000

0
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【事例19】後期高齢者２割負担外来（難病・肝炎+県単併用）（配慮措置）

都道府県番号

3 9

5 4

3 8

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

（保険・難病）

×0.2

公費①患者負担額

×0.8

医療費 （保険・肝炎）

×0.2

公費②患者負担額

×0.8

（保険単独） 高額療養費（配慮措置）

×0.2

6,000+（45,000-30,000）×0.1

後期 円 ※公費①・②は、特定給付対象療養等につき配慮措置適用外

（高額療養費再掲 ※公費①患者負担額5,000円、公費②患者負担額1,000円

公費 円 ※保険単独分において、高額療養費限度額よりも配慮措置計算額が低いため

県単公費 円 　配慮措置を適用

患者 円 自己負担限度額（配慮措置）

合計 円 6,000+（45,000-30,000）×0.1＝7,500円＜18,000円

※公費82、83も公費85と同様の取扱い

41：区カ
職務上の事由

診

療

実

日

数

保

険
氏

　

名

特記事項

３ 後期 3 ３併 ８ 高外一

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公

費

①
4,000 5,000

公

費

②
3,500 1,000

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

(  8,000 )

12,000 22,500

0

120,000

合計

97,500

公費85

（患者0円）

13,500

9,000

7,500

1,500 円）

9,000

8,000

45,000 1,500 後期

（患者0円）

後期

後期

（患者0円）

6,000 肝炎

1,000 公費85

5,000 公費85

公費③　8530xxxx

　　請求点数　　　　　　　　　　　　　 12,000点

120,000 35,000

7,000

36,000

(  7,000 )

28,000

40,000 3,000 難病

※保険単独分と公費併用分があるレセプト

[療養の給付]

32,000 後期

療

養

の

給

付

保

　

険
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【事例20】後期高齢者２割負担外来（難病・肝炎+県単併用）（配慮措置）

都道府県番号

3 9

5 4

3 8

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

（保険・難病）

×0.2

公費①患者負担額

×0.8

医療費 （保険・肝炎）

×0.2

公費②患者負担額

×0.8

（保険単独）

高額療養費

×0.2 高額療養費（配慮措置）

高額療養費

自己負担限度額

6,000+（96,000-30,000）×0.1

18,000-5,000-1,000

※公費①・②は、特定給付対象療養等につき配慮措置適用外

※公費①患者負担額5,000円、公費②患者負担額1,000円

後期 円 ※保険単独分において、高額療養費限度額よりも配慮措置計算額が低いため

（高額療養費再掲 　配慮措置を適用

公費 円 自己負担限度額（配慮措置）

県単公費 円 6,000+（96,000-30,000）×0.1＝12,600円＜18,000円

患者 円 ※高額療養費限度額と公費患者負担額の差分により、保険単独分の患者負担額を算出

合計 円 18,000-5,000-1,000＝12,000円＜12,600円

※公費82、83も公費85と同様の取扱い

３ 後期 3 ３併 ８ 高外一

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

氏

　

名

特記事項

41：区カ
職務上の事由

診

療

実

日

数

保

険

一部負担金額

(  6,400 )
(  4,000 )

公

費

②
2,000 1,000

公

費

①
3,200 5,000

14,800 22,400

公費③　8530xxxx

　　請求点数　　　　　　　　　　　　 　14,800点

6,400

5,000

16,000

（患者0円）

※保険単独分と公費併用分があるレセプト

[療養の給付]

25,600

32,000 1,400 難病

後期

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点

148,000 20,000 3,000

4,000

1,000

76,800 後期

96,000

1,200 後期

148,000

19,200

合計

125,600

5,400

18,000

7,200 円）

4,400

18,000

0

12,600

12,000 公費85

（患者0円）

公費85

肝炎

後期

公費85

（患者0円）

600 後期
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【事例21】後期高齢者２割負担外来（マル長）

都道府県番号

3 9

8 ５ ３ ０

公

①

公

②

点 円

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

×0.8

医療費

×0.2

後期 円

（高額療養費再掲 ※特定疾病対象療養につき配慮措置適用外

公費 円 ※２割負担者であるため、自己負担額が１万円以下の場合も

県単公費 円 　特記事項「02長」を記載。（「後期高齢者医療制度における一部負担金の負担割

患者 円 　合の見直しに係る費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載について」（令和

合計 円 　４年９月13日保医発0913第６号厚生労働省保険局医療課長通知））

※公費82、83も公費85と同様の取扱い

40,000

8,000 公費85

（患者0円）

0 円）

0

8,000

0

合計

32,000

[療養の給付]

32,000 後期

40,000

氏

　

名

特記事項

公

費

①
4,000

療

養

の

給

付

保

　

険

請　　　求 ※決定　点 一部負担金額

4,000

公

費

②

02：長

41：区カ職務上の事由

- -
保険者

番号

公費負担

者番号①

公費受給

者番号①

公費負担

者番号②

公費受給

者番号②

診

療

実

日

数

保

険

８ 高外一診療報酬明細書（医科入院外） ３０ １ 医 科 ３ 後期 2 ２併
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